
経済環境部環境政策課

市第３次環境基本計画の改定について

令和7年１２月１６日(火)



環境保全推進委員会でのご意見
11/26(水)開催



環境保全推進委員会での意見

・第4次総合計画との整合性をとること

素案P6 計画の位置づけを修正
P9 引用分を修正

・早戸川の目標値は，従来どおりとすること

素案P60 （３）目標値の変更

・文言等の修正

暴走族など時代錯誤な文章が点在するので，修正

素案P25 文言修正 「暴走族～」→「過度な騒音や排気ガスを発生させる車両」
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改定の方向性について
(第2回環境審議会報告からの変更点)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基本法 

ひたちなか市第 3 次環境基本計画 
ひたちなか市地球温暖化対策実行計画 

(区域施策編) 

ひたちなか市気候変動適応計画 

 

■目指す環境像 

「暮らしと自然が共生し，ゆとりと潤いのあ

る自立協働都市」 

■アプローチ 

１ 次世代へ継承するべき，「ひたちなか」らしい

身近な自然 

２ 環境資源を生かした，ゆとりと潤いのある都市

環境 

３ 地球にやさしい，持続可能な循環型社会 

４ 健康で快適な毎日が過ごせる地域社会 

５ 環境保全活動に参加できるまち 

 

ひたちなか市環境基本条例 ひたちなか市第３次総合計画※ 

基本構想 

■将来都市像 

「豊かな産業といきいきとした暮らしが広がる

世界とふれあう自立協働都市」 

      基本計画 

■まちづくりの基本目標 

○多様な産業が発展しにぎわいあふれるまちづくり 

○機能的で潤いに満ち安全に暮らせるまちづくり 

○元気で思いやりと優しさに支えられたまちづくり 

○豊かな人間性を育み個性がきらめくまちづくり 

○協働と交流で築く活力に満ちたまちづくり 

個別計画 

ひたちなか市第 3 次エコオフィス計画※，ひたちなか市地域におけるきれいな水環境推進計画， 

ごみ処理基本計画など 

ひたちなか市自立と協働のまちづくり基本条例 

第3次環境基本計画の位置づけ

市域の環境に関する基本の計画

第3次環境基本計画策定時に

「地方公共団体実行計画(区域施策編)」
→ 脱炭素に係る計画
「気候変動適応計画」
→ 熱中症対策や台風の激甚化に備える
対策に係る計画を包含する形で策定
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第3次環境基本計画の位置づけ(改定ver)
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諸計画との関係 
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環境基本法 

ひたちなか市第３次環境基本計画 
ひたちなか市地球温暖化対策実行計画 

(区域施策編) 

ひたちなか市気候変動適応計画 

 

■目指す環境像 

「暮らしと自然が共生し，ゆとりと潤いのあ

る自立協働都市」 

■アプローチ 

１ 次世代へ継承するべき，「ひたちなか」らしい

身近な自然 

２ 環境資源を生かした，ゆとりと潤いのある都市

環境 

３ 地球にやさしい，持続可能な循環型社会 

４ 健康で快適な毎日が過ごせる地域社会 

５ 環境保全活動に参加できるまち 

 

ひたちなか市環境基本条例 ひたちなか市第 4 次総合計画 

基本構想 

■将来都市像 

「暮らしをデザインできる，職住育共創のまち」 

基本計画 

■施策の大綱 

１ いつもの安心、もしもの備え 

２ 活力を生みだす多様な産業 

３ みんなで育む健康と福祉 

４ ともに育ち，広がる学び 

５ 快適な暮らしを支える都市基盤 

６ つながりが広がる地域社会 

個別計画 

ひたちなか市第 3 次エコオフィス計画，「ひとが咲くまち。ひたちなか」居住環境推進計画 

ごみ処理基本計画など 

ひたちなか市自立と協働のまちづくり基本条例 

第4次総合計画及びひたちなか市環境基
本計画から下位計画の位置づけを変更



これまでの取組に対する評価

４

第３次総合計画後期基本計画（R3～R7）
Ⅴ-9 環境保全

成果指標：環境保全対策に関する市民満足度

R2現
状値

3.09

R3目
標値

3.10 
R4目
標値

3.11
R5目
標値

3.12
R6目
標値

3.13
R7目
標値

3.14

R3実
績値

3.04 
R4実
績値

3.14 
R5実
績値

3.13
R6実
績値

3.25
R7実
績値

総合計画の結果から，一定の環境に関す
る満足度は達成できていることが分かる。

計算方法・・・5とてもよい，3普通など5段階評
価をアンケートにより実施し，平均点を抽出



基本的施策・リーデングプロジェクト改定方向
(第2回環境審議会報告からの変更点)



基本的施策の改正点

〇 世界情勢の変化に対応する施策の追加

※ 主な施策変更・追加の概要

・生物多様性：自然共生サイト『30by30』
・気候変動対策：気候変動対策『CCUS』

：区域施策編策定
：CNP等参画に係る変更

・水道事業所：国の基準『PFOS・PFOA』に対する対応
・環境学習への対応：教育カリキュラム改定に伴う民間や学校関係に対するアプローチ追加

：体験型学習の拡充

〇 第3次環境基本計画からの施策変更

・名平洞公園や佐和駅周辺等の整備の終了に伴う文言の修正
・文言の修正
・事務分掌変更等による所管課調整
（例：旧勝倉保育園：幼児保育課 ⇒ 資産経営課）

・第3次エコオフィス計画改定に係る施策の変更

など

など

５

〇 リーディングプロジェクト１の変更点

・熱中症対策の拡充について（クーリングシェルターなど） など



河川環境対策の推進

６

（実施内容）環境負荷軽減活動の推進

変更前 変更後

◆汚水処理人口普及率を向上させ、河川環境の保
全に努める

◆河川環境基準点測定地点の透視度50度以上達
成率を維持し河川環境の保全に努める

（実施内容）環境学習の推進

（計画目標）市域河川の環境基準（BOD）達成率（5河川6地点）

変更なし

変更なし

（計画目標）汚水処理人口普及率の向上

変更前 変更後

◆汚水処理人口普及率の向上 ◆河川環境基準点測定地点の透視度50度以上
達成率の維持



スケジュール

〇 環境保全推進委員会(副市長トップの部長級会議)の開催
11/26(水)開催済

〇 第３回環境審議会
今回

〇 答申式（会長及び副会長のみ）
2月中旬想定

〇 改定決定
３月末予定

７

〇 パブリック・コメント(第3回環境審議会の意見反映後)
12月25日(木)から翌年１月2３(金)まで予定


